
 

特定教育・保育施設の利用定員の確認について 

 

 

 本市域内において、社会福祉法人どろんこ会による特定教育・保育施設「道明寺どろんこ保育園」

が令和 8年 4月 1日に開設することについて、以下のとおり利用定員の確認を行うにあたり、子ど

も・子育て支援法（平成24年 8月 22日号外法律第65号）第31条第 2項の規定に基づき、藤井寺

市子ども・子育て会議にご意見をお伺いするものです。 

 

 

１．開設時期 

  令和 8年 4月 1日 

 

２．開設形態 

  保育所〔私立〕 

 

  ３．利用定員 

    利用定員                              （単位：人） 

 

 

 

４．保育施設の概要 

    ・施設所在地…藤井寺市道明寺 6-16-12 

    ・開所日…月曜日から土曜日（日、祝日、年末年始を除く） 

    ・開所時間…午前 7時～午後 8時 

① 保育標準時間：午前 7時～午後 6時 

② 保育短時間 ：午前 8時 30分～午後 4時 30分 

    ・延長保育 

① 保育標準時間 

午後 6時 1 分～午後 7時 30分  30分 500円、月5,000 円 

午後 7時 31分～午後 8時     30分 1,000円、月 10,000円 

② 保育短時間 

午前 7時～午前 8時 30分     30分 500円 

午後 4時 31分～午後 7時 30分  30分 500円 

午後 7時 31分～午後 8時     30分 1,000円 

 

名  称 

利用定員 

1号 2号 3号 
計 

3歳以上 3歳以上 0歳 1歳 2歳 

道明寺どろんこ保育園 0 40 6 16 18 80 
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